
峡南南部地域における医療再編調査検討業務　質疑応答書

№ 質問事項 回答

1 　業務期間における打ち合わせの頻度について、想定されている中間報
告以外については、どの程度を想定されているのでしょうか。また打ち
合わせ方法としてオンラインは可能でしょうか。

　打ち合わせは、業務開始直後と１０月の中間報告前、来年２月の最終
報告前にそれぞれ複数回お願いすることになると思いますが、その他の
期間は２週間に１回程度を想定しています。
　ただし、受託事業者においてこれ以外に打ち合わせを希望される場合
は随時対応しますし、受託事業者の社内におけるワークにまとまった時
間を要する場合は打ち合わせの頻度を更に疎とすることも可能です。
　また、打ち合わせ方法は業務開始直後と中間報告前、最終報告前は原
則として対面を想定していますが、その他の期間は、効率よくコミュニ
ケーションができればオンラインでも結構です。

2 　業務内容の（1）において。経営改善についても触れられています
が、今回の業務において、調査業務だけでなく、経営改善の実行支援ま
で含まれるのでしょうか。

　今回の業務は、経営改善の実行支援を委託内容に含めておりません
し、今回の業務の次の段階の委託内容として、経営改善の実行支援を約
束するものでもありません。

3 　成果報酬型の報酬での契約は可能でしょうか。例えば、調査分析業務
については固定報酬で行うが、経営改善については早期に取り組むこと
で得られる効果が大きくなるため、契約期間内でも着手出来ればと考え
ます。

　今回の業務は、成果報酬型の契約ではなく、成果報酬を含める形に変
更することも考えておりません。

4 　分析対象として提供可能なデータはどのような物があるのでしょう
か。例えば、消防の救急搬送データや国保連合会の国保の患者受診デー
タは提供可能でしょうか。

　受託事業者に次のデータを提供することを考えています。
　なお、消防の救急搬送データや国保連合会の患者受診データはいずれ
も公表されているものではありませんので、現時点で提供することを約
束できませんが、当方から消防本部や国保連合会にデータの提供を依頼
することは可能です。
(１)直近５年の入院・外来患者数、訪問診療患者数など
(２)直近５年の財務諸表
(３)施設基準一覧
(４)職員数関係資料
(５)各種規程
(６)備品台帳
(７)敷地及び施設の平面図

5 　企画提案書のうち、①提案書では提案の内容について触れる必要はな
く、詳細は②③に記載すれば事足りるでしょうか。

　そのとおりです。
　①提案書は、様式第４号にお示しした事項のみ記載していただければ
結構です。

6 　企画提案書のうち、②提案概要説明書・③提案資料については、縦横
の指定や枚数制限はあるでしょうか。

　②提案概要説明書及び③提案資料については、判型のみの指定ですの
で、縦横や枚数等の制限はありません。

7 　企画提案書の副本において、社名を秘匿する必要はないでしょうか。 　審査委員は先入観を排して公平に審査することを旨としておりますの
で、企画提案書副本において社名等を秘匿とする必要はありません。
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8 　プレゼンテーションに際し、対面とオンラインの組み合わせによる参
加は可能でしょうか。

　プレゼンテーションは対面により行うこととしておりますので、オン
ラインによる参加は認めません。

9 　審査委員の御所属・職位などの構成を、可能な範囲でご教示くださ
い。

　審査委員は峡南南部地域の医療や医療行政に知見がある者としており
ますが、所属や職位をお示すすることはできません。

10 　実施要項５（４）（エ）②～④証明書の提出について
　「写し」でよいか。

　提案事業者の負担を軽減するため、実施要項を発出した令和６年７月
１６日から３カ月前までに交付を受けた証明書であれば、その写しでも
良いこととします。

11 　実施要項５（４）（エ）⑥類似業務の提出について
　平成２６年以降の公立病院の経営改善支援を含めた場合、膨大な量に
なり契約書の写しを準備することは厳しいため、契約書の写しについて
は代表となる５契約書程度に限って提出する形でもよいか。

　提案事業者の負担を軽減するため、代表的な受託事案５件程度に絞っ
て契約書の写しを添付すれば良いこととします。
　ただし、次の案件を優先して添付してください。
　なお、業務実績はすべての類似案件を記載するようにしてください。
・本件との類似性が高いと考えられる受託事案
・山梨県内の自治体等からの受託事案
・近年（過去３年程度）における受託事案

12 　飯富病院及び身延山病院の令和５年度の決算書（損益計算書及び貸借
対照表）を拝見することは可能でしょうか。

　受託事業者に当該資料を提供することは可能です。
　ただし、公立病院である飯富病院は決算が未確定であるため、決算見
込みとして提供させていただきます。
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